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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年４月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年８月１１日（日） １３時２５分ごろ 

発生場所 兵庫県淡路市江井埼南西方沖 

 淡路市所在の淡路山田港西防波堤灯台から真方位０４０°２,３５０ｍ

付近 

 （概位 北緯３４°２８.０′ 東経１３４°４９.０′） 

事故調査の経過  平成２５年８月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 水上オートバイ ＩＯＭＩＣ
イ オ ミ ッ ク

Ⅱ、０.２トン 

   ２５０－５４９７３大阪、株式会社ＩＯＭＩＣ 

   ３.１０ｍ（Lr）×１.１５ｍ×０.４９ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１７８kＷ、平成２２年１２月 

Ｂ 水上オートバイ ｂｌａｃｋ
ブ ラ ッ ク

 ｍａｇｎｕｍ
マ グ ナ ム

、０.１トン 

   ２５０－５６３１７奈良、個人所有 

   ２.８９ｍ（Lr）×１.１１ｍ×０.４３ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１７８kＷ、平成２５年６月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５３歳 

   特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２２年７月５日 

    免許証交付日 平成２２年７月５日 

           （平成２７年７月４日まで有効） 

  同乗者Ａ 女性 ２４歳 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５０歳 

   特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２５年７月１日 

    免許証交付日 平成２５年７月１日 

           （平成３０年６月３０日まで有効） 

  同乗者Ｂ 女性 ２６歳 

 死傷者等 Ａ 重傷 １人（同乗者Ａ） 

Ｂ 重傷 １人（同乗者Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首船底部に破口（廃船） 
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Ｂ 左舷船首部に亀裂、艇体内部に全面にわたるＦＲＰの剝離（廃

船） 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが操縦し、座席後方に同乗者Ａ及び同乗者Ｂを乗

せ、淡路市江井町の海岸沖を遊走していたが、江井埼西方沖でＢ船と

会合し、船長ＡはＢ船に同乗者Ｂを移乗させた。 

 船長Ａは、江井埼西方沖を発進し、海岸沿いに約６０km/hの速力で

南南西進中、右舷前方約２０ｍに同航しているＢ船を、また、左舷前

方約２００ｍに反航して来る‘バナナボートをえい
．．

航した水上オート

バイ及びバナナボートの後方を追走する約２～３隻の水上オートバ

イ’（以下「水上オートバイ群」という。）をそれぞれ認めた。 

 船長Ａは、バナナボートには子供や女性が乗っており、水上オート

バイ同士がすれ違えば、両船の航走波で三角波が立ち、バナナボート

が動揺してバナナボートの搭乗者が落水する危険があったので、右に

旋回して遠ざかろうと思い、右舷後方の安全確認を行い、左舷前方の

水上オートバイ群を確認した後、右旋回したところ、前路で停船して

いるＢ船に気付いたが、どうすることもできず、平成２５年８月１１

日１３時２５分ごろ、江井埼南西方沖において、Ａ船の船首部とＢ船

の左舷船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが操縦を行い、座席後方に同乗者Ｂを乗せ、江井埼

西方沖を発進し、北西方に大きく左旋回してスラロームを２～３度行っ

た後、約７０km/hの速力まで増速して南南西進したが、船長Ｂが、同

乗者Ｂに救命胴衣の脇をつかまれ、体を引っ張られて操縦がしにく

く、同乗者Ｂが落水する危険があったので、スロットルレバーを放

し、ブレーキ装置を作動させ、Ｂ船を停船させた。 

 船長Ｂは、停船後、上半身を右にひねって後方を向き、同乗者Ｂに

しっかりと腰に手を回すように指導し、前方に向き直ったとき、左舷

船首至近に迫ったＡ船を認めたが、どうすることもできず、Ｂ船とＡ

船とが衝突した。 

 Ａ船及びＢ船の乗船者は、衝突によって全員が海に投げ出され、同

乗者Ａ及び同乗者Ｂは、救助に駆けつけた仲間の水上オートバイで海

岸へ運ばれた後、救急車で病院へ搬送され、同乗者Ａが、右足中
ちゅう

足
そく

骨
こつ

及び足
そく

根
こん

骨
こつ

骨折と、同乗者Ｂが、左鎖骨遊位端骨折、左肩甲骨骨折

及び左腸骨骨折並びに肺挫傷と診断された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海面 平穏 

 その他の事項  船長Ａは、ふだん、旋回する際、前方を確認し、旋回側の後方を確

認した後、旋回する方向を見ながら、旋回していたが、本事故当時

は、バナナボートに接近して波を立ててはいけないという意識が強

く、水上オートバイ群の動静に注意を向けており、また、Ｂ船はＡ船

の前方を遊走していると思っていた。 



- 3 - 

 船長Ｂの水上オートバイの操縦経験は、操船回数が約１０回であ

り、運転時間が約１１時間であった。 

 船長Ｂは、ふだん、周囲に他船がいないことを確認してから停船し

ていたが、本事故当時は、周囲には他船がいないと思っていたので、

周囲を確認せずに停船した。 

 Ａ船及びＢ船の乗船者は、全員が救命胴衣を着用していた。 

 Ａ船及びＢ船には、ブレーキ装置が装備され、操縦ハンドルの左グ

リップにブレーキレバーがあり、ブレーキレバーを握れば、ブレーキ

システムが作動し、スロットルレバーの位置に関係なくエンジンのパ

ワーがカットされ、リバースゲートが下降するので、ブレーキ装置が

装備されていない船と比べ、停止距離が短かった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、江井埼南西方沖を南南西進中、船長Ａが、反航して来る水

上オートバイ群に注意を向け、旋回方向の見張りを適切に行っていな

かったことから、水上オートバイ群から遠ざかろうとし、右に旋回し

たところ、前路で停船していたＢ船に向首することとなり、Ｂ船と衝

突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、江井埼南西方沖を南南西進中、船長Ｂが、Ｂ船を停船させ

る際、周囲には他船がいないものと思い、周囲の確認を行わずにＢ船

を停船させたことから、後方から航行して右旋回したＡ船の進路上で

停船することとなり、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、停船後、上半身を右にひねって後方を向き、同乗者Ｂに

同乗する際の姿勢について指導していたことから、左舷側から接近す

るＡ船に気付かなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、江井埼南西方沖において、Ａ船が南南西進中、Ｂ船が停

船中、船長Ａが、反航して来る水上オートバイ群に注意を向け、旋回

方向の見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂが周囲の確認を行

わずにＢ船を停船させたため、両船が衝突したことにより発生したも

のと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・水上オートバイで発進、停止、進路の変更又は旋回を行うとき

は、周囲の安全確認を行うこと。 

 

 


